
いのち くらし 営業と雇用

今こそ、憲法を生かした

コロナ危機のもと、「政治は何のためにあるのか」

が問われています。

日本国憲法は、「すべての国民は健康で文化的な最

低限度の生活を営む権利を有する」とうたっています。

コロナ危機の下、安心して生きられるための国の支援

策が求められています。

「外出自粛や休業要請は、
補償と一体で」

「国民に外出自粛や休業要請を求めるが、補償はしな

い」という政府の姿勢は問題です。憲法２９条は、自粛

要請に伴い仕事や収入を奪われた人には、国が補償しな

ければならないことを示しています。

「自粛要請と補償は一体に」の声をあ

げましょう。給付金の増額、スピード、

申請手続きの簡素化を求めましょう。

兵器より命！
兵器の爆買いいらない

政府は、地上配備迎撃ミサイルシステム（イージス・

アショア」の配備計画を断念しました。住民の反対の声

に追い詰められた結果です。憲法９条を守り、米国いい

なりの大軍拡計画全体を見直すべきです。

過去最高の防衛予算（５兆３０００億円）による米国

製品の“爆買い”をやめ、医療・検査体制の抜本強化、

業者・働く人への所得補償など、命と暮らしを守る「コ

ロナ対策」にこそ税金を使うべきではないでしょうか。
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